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令和４年度 

上川管内町村等職員採用追加募集試験（専門職）案内 
 

 

                               令和３年１２月２３日 

 

                              上川町村会 

                   〒０７９－８６１０ 旭川市永山６条１９丁目 上川合同庁舎２階 

                                                      ☎：０１６６－４６－５２３０ 

０１６６－４６－４９７０ 

 
 

令和４年度の追加募集試験の採用予定職種 

専門職（土木職・水道技術管理者・運転技術員・保育教諭・保育士・社会福祉士・看護師 

・保健師・管理栄養士） 

※町村等とは、町村のほか一部事務組合・広域連合のことを言います。 

 

 

申込書 

受付期間及び 

受付場所等 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月２３日（木）から令和４年１月１７日（月）まで 
 

※ 郵送による申込みの場合は令和４年１月１７日（月）までの消印が 

あるものに限り受付けします。 

※ 土・日曜日、祝日、年末年始の休業日にご持参いただく場合は、受験を希

望する町役場にお問い合わせください。 

 

受付場所 受付時間 

関係町役場 関係町役場にお問い合わせください（８ページ） 

上川町村会事務局 平日午前８時４５分から午後５時３０分まで 

  

問合せ先 ・受験を希望する町役場（８ページをご参照ください） 

・上川町村会事務局（☎０１６６－４６－５２３０・０１６６－４６－４９７０） 

筆記試験日 令和４年２月６日（日）※午前８時４５分までに会場に集合してください。 

筆記試験会場 上川合同庁舎１階 １０３号会議室（旭川市永山６条１９丁目） 

筆記試験 

の合格発表 
 令和４年２月１５日（火） 

関係町役場で受験番号を掲示するほか、合格された方にのみ、合格通知書

を郵送いたします。 

面接試験等  令和４年２月中旬～２月下旬 
 受験した町役場から、面接試験等の日時と場所を通知いたします。 

採用予定通知 令和４年２月中旬～３月上旬 
面接試験等の受験町役場から、採用予定の可否を通知いたします。 
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１ 町村等の採用予定職種ごとの採用予定者数及び受験資格・資格要件  

 

 ※ 採用予定者数は、欠員の状況等により今後、変更となる場合がありますので、受験を希望

する町にお問い合わせください。 

※ 筆記試験に合格して、採用予定数内であっても、面接試験の結果、採用予定とならないこ

とがあります。 

 

受験職種 

鷹
栖
町 

中
富
良
野
町 

南
富
良
野
町 

和
寒
町 

剣
淵
町 

美
深
町 

中
川
町 

土木職  １名    １名  

水道技術管理者      １名  

運転技術職 １名       

保育教諭     若干名 ２名  

保育士    １名 若干名   

社会福祉士      １名  

看護師   １名     

保健師     １名 若干名 １名 

管理栄養士      １名  

         ※保育教諭とは保育士と幼稚園教諭両方の有資格者又は取得見込みの方 

 
（年齢は令和４年４月１日現在） 

職種 町名 受験資格・資格要件 

土木職 中富良野町 満４０歳以下の方で、２級以上の土木施工管理技士の有資格者 

美深町 満３０歳以下の方で、２級以上の土木施工管理技士の有資格者又は２級土木施工管理技

士の受験に必要な学歴要件として指定されている科目を履修した方又は履修中の方 

水道技術管理者 美深町 満３５歳以下の方で、水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

運転技術員 鷹栖町 満３５歳以下の方で、大型１種免許・大型特殊免許を有し、車輌系建設機械（整地・運

搬・積込用及び掘削用）運転技能講習修了者             

保育教諭 剣淵町 満４０歳以下の方で、保育士と幼稚園教諭両方の有資格者又は令和４年４月末までに取

得見込みの方 

美深町 満３５歳以下の方で、保育士と幼稚園教諭両方の有資格者又は令和４年４月末までに取

得見込みの方 

保育士 

 

和寒町 満４５歳以下の方で、保育士の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

剣淵町 満４０歳以下の方で、保育士の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

社会福祉士 美深町 大学卒で社会福祉士の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

看護師 南富良野町 満４０歳以下の方で、看護師の有資格者かつ実務経験が５年以上ある方 

保健師 剣淵町 満４０歳以下の方で、保健師の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

美深町 満３０歳以下の方で、保健師の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

中川町 満４０歳以下の方で、保健師の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

管理栄養士 美深町 満３０歳以下の方で、管理栄養士の有資格者又は令和４年４月末までに取得見込みの方 

※ 受験申込みに誤りがあった場合、受験できないことがありますので、ご注意願います。 
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※ 日本国籍を有しない方及び地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。 

＜地方公務員法第 16条の抜粋＞ 

（欠格条項） 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競

争試験若しくは選考を受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 

２ 試験時間及び試験の内容 

（１）試験時間 
試験の開始時刻は、午前９時からとなります。（午前８時４５分集合） 

今回の筆記試験は、高校卒、大学卒、社会人を問わず、社会人基礎試験により行います。 

試験の終了時刻は、１２時３０分頃を予定しています。（休憩を含みます。なお、昼休みはとりません） 

 

（２）試験の内容 

試験科目 試験内容 

社会人基礎試験 

 社会的関心と理解について問う分野、言語的な能力を問う分野、論理的な思考力を問

う分野の３分野                   （７５題・１時間３０分） 

 社会人の職務・職場への適応性を性格傾向の面から検証する 

                            （１５０題・２０分） 

 

                               １時間５０分 

作文  文章による表現力、課題に対する理解力をみる         １時間 

 

３ 受験手続及び受付期間 
 

申込書の請求   

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書の提出  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受付期間は、令和３年１２月２３日（木）から令和４年１月１７日（月）まで 

※ 郵送による申込みの場合は、令和４年１月１７日（月）までの消印があるものに限り受付けします。 

※ 受験票は、１月１９日（水）以降、受験町で事務処理後、受験者へ郵送しますので、１月２４日（月）

までに届かないような場合は、受験町にお問い合わせください。 

申込書は、上川管内の追加募集試験を実施する町役場及び上川町村会事務局で配付

しています。 

郵便による請求の場合は、角２封筒（240㎜×332㎜）のおもてに「町村等職員採用

追加募集試験申込書請求」と朱書し請求願います。なお、その際に封筒のおもてに受

験者ご自身の住所、氏名を書き、１４０円分の切手を貼った返信用の角２封筒を必ず

同封してください。 

なお、申込みの受付期限に間に合うよう、早めにご請求ください。 

この上川管内町村の追加募集試験は、筆記試験日が同じ日ですので、複数町の受験

はできません。 

申込書に所定の事項を記入し、受験を希望する町役場又は上川町村会事務局に提出

してください。 

 申込書を郵送する場合は、角２封筒のおもてに「町村等職員採用追加募集試験申込

書在中」と朱書し、受験を希望する町役場に提出してください。 

また、受験票は後日郵送いたしますので、所定の欄に必ず６３円切手を貼ってくだ

さい。 
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４ 筆記試験合格から採用まで 
  

 筆記試験 【２月６日（日）】午前８時４５分までに、試験会場（上川合同庁舎）に集合してください。 

 

 

筆記試験合格発表 【２月１５日（火）】 

    ・関係町役場で受験番号を掲示するほか、筆記試験合格者へ合格通知を郵送します。 

    ・関係町から、筆記試験合格者の方へ、面接試験等の日時・会場及び健康診断書等の必要書類を通知

します。 

 

面接試験等 【２月中旬～２月下旬】 

    ・受験町で個別（集団）面接による口述試験と受験資格の有無、申込書記載事項の確認等を中心に行

います。 

    ・町によっては簡単な筆記試験を実施する場合があります。 

 

面接試験合格発表 【２月中旬～３月上旬】 

    ・各町の任命権者が採用予定者を決定し、各採用町から直接ご本人に採用予定の可否を通知いたしま

す。 

 

５ 受験会場 

    

 

上 川 合 同 庁 舎 

(上川総合振興局) 

※こちらの玄関からお入りください。 

１０３号会議室 
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６ 上川管内町村等職員の待遇について（令和３年４月１日現在） 

 

 上川管内の町村等職員の初任給ほか、主な待遇は次のとおりです。 

 なお、給与、待遇等については各町村等が条例等でそれぞれ定めているため、内容が異なっていることも

ありますので、受験を希望する町村等にご確認ください。 

 

（１）初任給（一般行政職の場合） 

試験区分 初任給 

大学卒 １８２，２００円 

短大卒 １６３，１００円 

高校卒 １５０，６００円 

※職種によって異なる場合があります。 

 

（２）主な手当等 

手当の種類 説明 

期末手当 ６月期（1.275月）・１２月期（1.275月） 

勤勉手当 ６月期（0.95月）・１２月期（0.95月） 

住宅手当 家賃額により支給(限度額が決められています。) 

通勤手当 通勤距離により支給(限度額が決められています。) 

時間外勤務手当 勤務時間を超えて勤務した場合に支給 

 

（３）支給日・時期 

給与の種類 説明 

給料 毎月２１日 

期末・勤勉手当 ６月・１２月 

 

（４）休日・休暇 

種類 説明 

休日 完全週休２日制、国民の祝日、年末年始 

年次有給休暇 １年で２０日（ただし、採用年に限り月割で計算。４月１日採用の場合は１５日） 

翌年に繰り越しも可能（２０日限度） 

特別休暇 忌引・結婚・配偶者出産・産前産後・育児など 

 

（５）勤務時間等 

町村によって始業・終業・休憩時間が異なりますが、１日の勤務時間は概ね７時間４５分です。 

（職種・勤務場所により、異なる場合があります。） 
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７ 令和４年度上川管内町村等職員採用追加募集試験受験者注意事項 

 

 この試験は、上川管内の町職員の採用のための大切な試験ですので、次の注意事項を守って受験してくだ

さい。 

 

（１）受験手続等の問合せ 

受験手続、その他ご不明な点は、受験を希望する町役場又は上川町村会事務局にお問い合わせください。 

 

（２）車椅子の利用など、受験上配慮が必要であれば、試験申込書の「その他」の欄に記入をお願いします。 

 

（３）携帯電話について 

  携帯電話機等の受験教室への持込みは、禁止いたします。 

    試験会場に持参された方については、全ての試験が終了するまで試験監督員室で保管いたします。 

携帯電話等を不正に保持または使用した場合は全ての試験を無効とします。 

 

（４）試験会場において 

① 試験会場において関係のない場所へは立ち入らないでください。 

② 必要のない庁舎内設置物等を使用しないでください。 

③ 試験時間中に退場した方は、試験の妨げにならないように静かに待っていてください。 

④ ゴミは全て持ち帰るよう、ご協力願います。 

  

（５）試験会場における喫煙について 

庁舎内及び敷地内での喫煙は、全面的に禁止とします。 

 

（６）その他 

受験に関して困ったことがある場合や分からないことがある場合は、受験を希望する町役場又は上川町

村会事務局に問い合わせ願います。 

  また、試験当日においては、試験監督員に遠慮なく申し出てください。 

 

試験監督員の注意や上記の注意事項を守らなかった方の試験を無効とさせていただく場合

がありますのでご注意ください。 
 

８ 試験当日、必要なもの 

（１） 受験票 

試験日前３ヵ月以内の帽子をつけない上半身を写したもので、本人であることを確認できる写真 

（縦４㎝、横３㎝）を受験票に貼り付けて持参していただきます。 

 

（２） ＨＢの鉛筆、消しゴム 

  



 

- 7 - 

新型コロナウイルス感染症などへの対応について 

 
※ 受験される方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため下記についてご留意ください。 

記 

１ 試験実施時の感染予防対策について  

当日、試験会場の入り口付近で検温いたしますが、試験会場へ出かける前にも検温いただきますようお

願いいたします。（試験会場の出入口は上川合同庁舎１０３号会議室側の玄関一か所とさせていただきま

すのでご承知おきください。） 

（１）体調不良の方について 

次の方は他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えていただくようお願いします。 

なお、これを理由とした欠席者向けの再試験は予定しておりません。 

① 新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症）に罹患し治

癒していない方 。 

② 保健所から「濃厚接触者」にあたるとして、自宅待機を要請されている方。 

③ 試験当日までに発熱(３７．５度以上)や咳などの症状が続いている方。  

（２）マスクの着用及び手指消毒について 

試験当日は感染予防のため、マスクをご自身で用意いただき、着用をお願いします。 

なお、試験時間中等の写真照合の際には、試験監督員の指示に従い、マスクを一時的に外していただ

きます。 

試験会場にアルコール消毒液を用意しますので、試験室に入室する際には、必ずアルコール消毒液に

より手指消毒をしていただきます。 

 （３）試験室の換気について 

試験室は換気のため、適宜、窓やドアを開けますので、室温の高低に対応できるよう服装には注意し

てください。 

  

２ 今後の試験実施について 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況などによっては、採用試験を延期又は中止、あるいは試験地な

どを変更する場合がありますので、ご承知おきください。 

延期などを決定した場合やその後の対応などについては、各町のホームページでお知らせしますので、

必ず確認してください。 
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【問い合わせ先】 
町村等名（担当課） 郵便番号及び住所 電話番号 

鷹栖町（総務企画課） 〒071-1292 

上川郡鷹栖町南1条3丁目5-1 
0166-87-2111 

中富良野町（総務課） 〒071-0795 

空知郡中富良野町本町9-1 
0167-44-2122 

南富良野町（総務課） 〒079-2402 

空知郡南富良野町字幾寅867番地 

0167-52-2112 

和寒町（総務課） 〒098-0192 

上川郡和寒町字西町120番地 

0165-32-2421 

剣淵町（総務課） 〒098-0392 

上川郡剣淵町仲町37-1 

0165-34-2121 

美深町（総務課） 〒098-2252 

中川郡美深町字西町18番地 

01656-2-1611 

中川町（総務課） 〒098-2892 

中川郡中川町字中川337番地 

01656-7-2811 

 


